
品
尾
正
回
申

π
月
ヱ
す

-
a置
-
一
旦
珊
開
唖
鞠
調
可
(
樟
周
-
岡
-
園
田
喝
骨
】

辛子電車E 日一- l'司ー勾主-/;;;;示日防署

新

年

特

別

捜

(禁

韓

載

非
募
債
主
義
の
考
察
:
・
・
・
・
・
法
皐
博
士
紳
戸
正
雄

精
神
科
皐
の
新
分
類
論
吟
味
・
文
民
主
博
士
米
田
庄
太
郎

景

気

に

於

け

る

勢

力

の

作

用

文

皐

博

士

高

田

保

馬

穀

物

専

責

論

・

・

経

済

墜

士

入

木

芳

之

助

曾

計

皐

の

本

質

芯

其

の

問

題

経

湾

感

士

崎

川

虎

三

長

期

景

気

波

動

の

研

究

・

:

経

済

畢

士

柴

田

敬

魚

食

論

・

法

鬼

平

博

士

財

部

静

治

経
管
経
済
皐
何
時
認
識
目
的
の
規
範
者
:
:
経
済
撃
士
大
塚
一
朗

貨
幣
償
値
安
定
抗
日
凡
ク
レ
ヂ
ッ
ト
議
・
:
・
:
経
由
主
主
松
岡
孝
児

徳
川
時
代
諸
藩
の
岡
産
合
同
所
に
続
い
て
・
縮
空
牢
士
堀
江
保
蔵

商

人

排

除

の

傾

向

に

就

て

・

・

:

経

済

皐

士

谷

口

吉

彦

経
済
皐
の
認
識
主
観
計
責
践
哲
皐
者
:
・
:
抑
制
童
福
一
士
石
川
興
二

土
佐
藩
に
於
け
る
育
子
令
に
就
て
終
章
一
博
士
本
庄
柴
治
部

企

業

の

競

争

・

経

済

畢

博

士

小

島

昌

太

郎

英

米

の

所

得

税

・

・

・

将

軍

博

士

汐

見

三

郎

新
著
外
園
経
漕
雑
誌
主
要
論
題



徳
川
時
代
詩
藩
白
岡
産
合
所
に
就
て

第
三
十
四
谷

一
九
八

第
一
一
蹴

九
i¥. 

徳
川
時
代
諸
藩
の
園
産
曾
所
に
就
て

堀

j工

保

販

一
、
緒

言

徳
川
時
代
殊
に
そ
の
後
半
・
は
所
訪
米
造
ひ
粧
慣
と
貨
幣
粧
掛
止
の
矛
盾
が
判
然
と
表
面
に
現
は
れ
、
町
人
的
経

梼
カ
が
若
し

t
伸
展
せ
る
時
代
で
め
る
。
之
ぞ
武
士
階
級
に
つ
い
て
見
る
に
、
自
ら
生
産
に
輿
は
ら
F
る
彼
等
は

消
費
貸
借
上
債
務
者
と
な
る
事
を
偉
儀
な
〈
せ
ら
れ
て
町
人
階
級
の
制
肘
を
受
け
.
生
産
に
輿
は
る
農
民
も
、
米

は
別
と
し
て
、
一
各
種
商
品
の
配
給
過
程
を
町
人
に
占
め
ら
る
る
事
に
よ
っ
て
亦
ぞ
の
制
肘
含
受
け
た
。
而
て
町
人

は
或
は
債
権
聞
係
に
よ
り
或
は
費
本
供
給
嗣
係
に
よ
っ
て
菩
積
せ
る
富
佐
蓮
轄
し
て
瓦
に
宮
を
累
ね
た
。
所
荷
近

世
の
商
業
資
本
主
義
と
は
こ
の
状
態
を
指
す
の
で
あ
る
。

然
乍
ら
、
鎖
国
の
範
圏
内
に
於
て
町
人
の
比
械
的
自
由
な
る
粧
梼
活
動
が
許
さ
れ
た
る
大
阪
に
於
て
こ
そ
、
彼

等
の
経
済
力
は
自
ら
封
建
的
批
曾
組
識
を
打
破
ら
ん
と
す
る
が
却
き
勢
を
一
不
し
七
炉
、
領
主
が
向
ほ
政
治
上
の
主

権
者
七
る
の
み
な
ら
十
、
経
済
上
の
主
樺
者
た
る
の
色
彩
を
H
A
ふ
る
こ
と
濃
厚
な
り
し
諸
藩
に
於
て
は
、
商
業
費

本
の
顕
現
形
態
は
自
ら
異
る
も
の
が
め
っ
た
。
貨
幣
経
済
の
脅
達
は
著
し
き
も
の
が
め
っ
た
と
は
い
へ
、
各
藩
は

情
ほ
自
給
自
足
ど
本
則
と
し
、
殊
に
領
内
に
し
か
通
用
力
な
き
藩
札
が
緩
行
せ
ら
れ
て
ゐ
た
事
は
、
領
地
経
掛
よ



h
J
圃
民
鰹
梼
へ
の
後
展
を
著
し
く
妨
げ
た
。
か
か
る
経
済
政
策
と
流
通
手
段
の
版
態
と
よ
り
生
余
る
必
然
の
結
果

と
し
て
、
諸
藩
の
町
人
は
大
阪
の
町
人
の
如
く
自
由
活
動
の
館
地
大
な
ら
や
、
従
っ
て
有
も
膿
足
を
伸
ば
さ
ん
と

す
れ
ば
勢
ひ
領
主
と
何
ら
か
の
関
係
を
結
ぱ
玄
る
を
得
な
い
状
態
に
置
か
れ
で
ゐ
た
。
そ
の
著
例
は
諸
溝
の
困
産

の
専
貰
及
び
之
と
密
接
な
る
開
係
を
有
す
る
国
産
曾
所
の
設
立
に
就
て
見
ら
れ
る
。
在
は
前
者
に
つ
い
て
は
既
に

研
究
の
一
部
分
を
公
に
し
た
。
本
稿
に
於
て
は
専
ら
国
産
曾
所
を
研
究
し
、
そ
の
構
成
及
業
務
、
並
に
近
世
粧
済

史
上
に
於
け
る
意
義
を
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
。
尤
、
蒐
集
せ
る
資
料
は
乏
し
く
且
つ
断
片
的
で
あ
る
が
、
営
時

の
経
済
版
勢
は
略
々
之
を
推
知
し
得
る
で
あ
ら
う
。

=
、
圏
産
曾
所
の
葉
勝
茂
構
成

国
産
曾
所
は
又
産
物
命
日
所
と
も
稿
ぜ
ら
れ
、
或
は
砂
糖
曾
所
、
綿
命
日
所
等
特
定
の
名
講
を
有
せ
し
も
の
も
あ
っ

た
。
特
に
舎
所
な
る
文
字
を
用
ひ
示
し
て
同
様
の
構
成
を
有
し
業
務
を
行
ひ
し
も
の
も
あ
っ
亡
が
、
こ
こ
に
は
舎

所
と
呼
ば
れ
し
色
の
の
み
を
若
干
例
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
イ
)
姫
路
藩
の
圃
産
曾
所
前
薦
、
翌
十
ナ
舎
一
恋
人
は
供
合
所
)
1
1
1文
政
一
二
年
よ
り
麿
藩
に
至
る
。

姫
路
藩
の
重
要
物
産
は
木
綿
で
あ
っ
て
、
国
産
曾
所
は
そ
の
専
責
と
蒋
札
の
緩
行
と
を
品
兼
ね
行
ひ
し
も
の
で
あ

る
。
木
綿
専
買
の
仕
法
は
、
領
外
移
出
木
綿
を
集
買
せ
る
問
屋
を
し
て
そ
の
木
綿
を
藩
の
木
綿
荷
扱
所
へ
提
出
せ

し
め
、
そ
の
受
取
謹
に
封
し
て
副
産
曾
所
よ
り
藩
札
を
以
て
貞
上
代
金
を
前
貸
す
る
に
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
倒
産

徳
川
時
代
諸
藩
の
岡
廃
合
日
所
に
就
て

第一一一十阿巻

第

百虎

九
九

一
九
九

第 12，13， 16~虎所掲の拙1lh参照。経涛奥研究



徳
川
時
代
諸
落
の
岡
倒
産

A

世
田
所
に
就
て

第
三
十
四
巻

第

披

O 
O 

ニ
0
0

舎
所
は
皐
に
移
出
金
融
機
関
に
す
ぎ
F
る
が
如
き
甑
を
呈
す
る
も
、
藩
は
か
か
る
仕
誌
に
よ
っ
て
輸
出
木
綿
の
販

路
を
江
戸
に
限
定
し
、
そ
の
地
の
指
定
問
屋
を
し
て
之
を
貰
捌
か
し
め
、
以
て
藩
邸
の
維
持
並
に
債
務
の
耕
祷
に

必
要
な
る
正
金
銀
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
貫
質
上
は
木
綿
の
領
外
移
山
濁
占
機
聞
と
し
て
木
綿
問
屋
の
上
位
に

立
ち
し
も
の
で
あ
る
o

命
日
所
は
そ
¢
外
、
藩
札
の
党
換
、
生
産
資
金
の
前
貸
等
を
も
行
っ
た
。

舎
所
の
業
務
は
倒
産
掛
な
る
器
投
入
の
一
監
督
の
下
に
若
干
名
の
官
一
家
町
人
の
取
扱
ひ
し
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
等

は
常
時
金
持
六
人
衆
と
輔
せ
ら
る
る
月
建
町
人
及
び
有
力
な
る
木
綿
問
屋
」
わ
成
h
J
、
査
替
し
て
曾
所
の
業
務
を

僧
営
し
た
。

(
ロ
)
郡
上
藩
の
国
産
舎
所
前
聴
、
手
形
竺
$
|
|
高
延
元
年
よ

h
丈
久
二
年
に
至
る
。

美
濃
の
郡
上
藩
は
生
株
台
以
て
主
要
物
産
と
し
、
従
来
は
問
屋
の
手
を
粧
て
主
と
し
て
京
都
に
搬
出
せ
ら
れ
て

ゐ
に
。
安
政
の
開
港
後
生
紙
の
外
国
轍
出
を
見
る
に
及
び
、
営
時
財
政
の
窮
乏
そ
の
極
に
蓮
せ
し
藩
は
管
内
の
生

訴
を
悉
く
横
演
若
く
は
江
戸
に
輸
送
し
、
相
官
の
高
値
で
寅
却
し
以
て
そ
の
利
益
を
濁
占
せ
ん
と
し
、
そ
の
取
扱

機
関
?
と
し
て
同
倒
産
命
日
所
を
設
け
た
。
そ
の
取
扱
仕
法
は
領
内
の
生
紙
生
産
者
及
び
問
屋
を
し
て
轍
出
生
紙
を
悉
〈

舎
所
に
提
出
せ
し
め
、
舎
所
は
之
を
江
戸
・
横
誼
の
問
屋
に
法
っ
て
責
捌
か
し
め
、

代
債
を
正
金
銀
を
以
て
牧
hu

る
に
あ
る
。
合
所
の
買
上
代
金
は
勿
論
藩
札
を
以
て
せ
ら
れ
、
従
っ
て
藩
札
の
賛
行
も
亦
そ
の
重
要
な
る
業
務
で

め
つ
士
事
は
い
ふ
迄
も
な
い
。
郡
上
藩
の
こ
の
仕
法
は
、
姫
路
蒋
の
木
綿
専
賓
と
同
様
、
生
紙
の
領
外
移
出
濁
占

で
あ
っ
た
。

姫路紀要. 105頁2) 



国
産
曾
所
の
構
成
を
見
る
に
、
「
郡
上
郡
史
」
に
「
常
時
藩
の
財
政
状
態
は
頗
る
窮
乏
し
、
之
が
整
理
を
行
ふ
事

一
再
な
ら
子
、
煩
り
に
領
民
の
献
金
を
奨
脚
し
、
業
賞
と
し
て
首
字
椅
万
御
見
の
特
典
を
椛
援
し
、
高
延
元
年
夏

に
御
趣
法
懸
り
と
帯
す
る
相
談
役
の
多
数
を
領
民
中
よ
り
奉
げ
て
整
理
案
を
諮
ふ
』
又
日
く
『
御
趣
怯
懸
り
の
一
中

に
気
良
村
高
田
新
右
衛
門
及
び
粥
川
村
小
酒
井
太
平
治
あ
り
、
四
月
宮
廷
元
年
)
藩
主
の
命
に
よ
り
江
戸
に
下
hJ
趣

法
に
闘
し
て
下
問
に
答
ふ
る
と
こ
ろ
あ
り
、
然
る
に
五
月
に
至
り
趣
法
建
更
正
な
り
し
か
ば

(
主
総
事
貨
の
賞
施
を
指

ナ

l
l
筆
者
)

農
民
此
の
二
人
を
悪
む
こ
と
甚
し
く
、
七
月
七
日
農
民
蜂
起
し
て
二
人
の
家
を
襲
ひ
不
穫
の
騒
動
を

な
せ
り
山
一
と
あ
る
よ
り
察
す
れ
ば
、
国
産
命
日
所
が
有
力
な
る
領
民

γ
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
し
事
は
容
易
に
推
知
し

持
あ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
』
)
加
納
藩
の
産
物
舎
所
ト
|
高
延
元
年
設
立
。

美
濃
の
加
納
は
徳
川
時
代
著
名
な
る
傘
の
産
地
で
あ
っ
て
多
数
の
傘
職
人
存
在
し
、
藩
士
も
家
中
工
業
と
し
て

骨
削
り
等
を
嫌
ん
に
行
っ
た
。
産
物
曾
所
は
領
主
の
一
監
督
の
下
に
藩
札
の
後
行
引
替
等
を
な
す
と
同
時
に
、
倒
産

た
る
傘
の
領
外
移
出
を
猫
一
占
せ
し
も
の
で
あ
る
。

曾
所
が
傘
の
占
買
を
な
す
に
常
り
で
は
、

誹
(
資
質
は
株
仲
間

l

筆
占
有
)
を
組
織
せ
る
傘
仲
買
を
し
て
藩
札
を
以
て
傘
を
集
買
せ
し
め
、
更
に
之
を
買
上
じ
る
方
法
を
用
ひ
た
。
卸
ち

「
口
達
之
畳
」
に
『
御
産
物
舎
所
へ
傘
不
購
買
上
、
正
金
竿
分
切
手
竿
金
凡
査
本
上
中
下
均
銀
五
分
づ
っ
相
渡
、
他
所

ね
相
港
、
り
先
方
責
上
仕
切
書
を
以
可
致
勘
定
事
-
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

而
て
産
物
舎
所
は
財
政
用
語
町
人
及
問
屋
の
組
織
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

徳
川
時
代
詩
濯
の
国
産
舎
所
に
就
て

第
一
城

第
三
十
四
巻

-一O

。

郡上郡鹿. 457頁
同上・ 465頁
岡村橋夫氏 神馬仁太郎氏共著岐阜傘に閲ナる調査研究(各務碗究報告第
四披〉による。
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徳
川
時
代
諸
藩
の
岡
注
入
管
所
に
就
て

第
三
十
凶
巻

O 

第
一
致

O 

(
-
ニ
亀
岡
蒋
の
綿
曾
所

丹
波
貌
岡
務
の
綿
曾
所
は
底
蒋
ま
で
存
績
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
‘
設
立
は
ア
メ

y
カ
来
航
よ
り
蓬
か
以
前
の
事

と
い
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
恐
ら
く
天
保
頃
か
と
思
ふ
。
常
時
正
金
銀
の
映
乏
に
悩
め
る
藩
は
、
領
内
に
産
す
る
綿

を
自
ら
一
京
阪
地
方
へ
責
却
し
て
利
益
を
牧
め
ん
と
欲
し
、
綿
曾
所
全
起
し
て
そ
の
濁
占
を
企
て
た
。
農
民
よ
り
綿

を
買
上
ヤ
る
に
際
し
て
す
べ
て
蒋
札
が
用
ひ
ら
れ
し
こ
と
は
い
ふ
迄
も
な
い
。

綿
曾
所
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
稿
本
「
丹
波
誌
料
L
(
亀
岡
の
都
)
所
掃
の
古
老
の
一
談
話
に
よ
っ
一
1
簡
明
に
之
む
覗
ふ

事
が
出
来
る
。
即
ち
一
綿
合
一
酬
も
つ
ま
り
悼
の
御
貧
乏
十
日
」
救
ば
A

と
て
起
き
れ
亡
の
で
す
。

営
藷
ば
か
ち
で

な
く
、
何
れ
の
御
大
名
も
貧
乏
公
救
は
ん
辺
、
色
々
の
工
夫
を
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
営
藩
は
御
領
分
内
に
出
来
る

綿
を
買
込
ん
で
そ
れ
を
京
阪
に
責
り
生
金
を
以
て
峠
っ
て
滞
札
の
下
落
を
防
が
ふ
と
一
一
一
日
ふ
の
工
夫
で
め
っ
た
の
で

す
。
此
の
御
相
談
が
始
ま
り
ま
し
て
遂
に
御
年
寄
衆
の
御
同
意
と
な
り
ま
し
七
が
、
此
上
は
町
人
に
て
見
込
あ
各

も
の
を
撰
ま
れ
ま
し
て
、
東
の
方
に
矢
田
勘
と
申
す
人
、
西
の
方
に
て
垂
水
と
定
ま
り
、
呼
出
き
れ
て
意
見
を
通

ぺ
よ
と
あ
り
ま
し
た
が
、
雨
入
共
篤
'
と
考
へ
の
上
御
返
答
申
上
げ
ん
と
て
退
き
、
町
内
の
有
力
者
な
る
田
中
寂
一

を
始
め
相
談
し
た
る
に
、
是
は
藩
の
震
め
に
な
石
而
己
で
な
い
、
吾
々
の
清
め
に
も
大
な
る
利
盆
な
る
べ
し
、
就

て
は
蒋
よ
り
巌
命
を
下
れ
、
綿
の
密
貰
を
禁
ぜ
ら
れ
た
し
、
綿
舎
所
よ
り
願
出
づ
る
藩
札
は
何
程
な
り
と
も
無
利

ヘ
北
山
炉
〕

足
に
て
貸
出
さ
れ
た
し
な
ど
、
都
合
よ
き
保
々
を
書
き
並
べ
て
御
請
を
な
し
、
安
町
に
標
札
を
掲
げ
、
御
用
綿
命
弓

所
を
聞
か
れ
ま
し
た
』
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
綿
舎
所
は
藩
が
自
己
の
利
盆
の
た
め
に
領
内
の
有
力
者



に
勘
奨
し
て
設
立
せ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
も
亦
白
己
の
利
盆
を
考
慮
し
て
臨
時
な
く
之
を
引
請
け
に
の
で
あ

っ
た
。
上
掲
書
に
『
頭
取
と
い
ふ
て
は
有
h
ノ
ま
せ
ぬ
、
藩
か
ら
小
役
人
が
二
名
づ
っ
山
張
し
て
ゐ
ま
し
た
』
と
あ

る
に
よ
っ
て
明
か
な
る
如
〈
、
蒋
は
監
督
の
た
め
に
一
二
の
小
役
人
を
祇
遣
す
る
に
す
ぎ
歩
。
曾
所
の
業
務
は
す

ぺ
て
領
内
の
有
力
者
が
之
を
掌
つ
に
の
で
あ
る
。

(
ホ
)
鳥
取
蒋
の
産
物
曾
所

l
l元
治
一
冗
年
設
立
。

鳥
取
蒋
の
産
物
曾
所
は
、
明
和
二
年
以
来
存
績
せ
る
蝋
産
と
、
そ
の
後
に
設
け
ら
れ
し
倒
産
役
場
と
伝
合
併
せ

る
も
の
で
あ
る
ο

蝋
産
は
触
の
制
内
配
給
珍
描
占
せ
し
も
の
で
あ
っ
て
、
事
行
・
日
付
及
び
二
三
の
用
達
町
人
よ

り
成
り
、
用
達
町
人
は
交
替
を
以
て
轍
産
の
業
務
に
奥
つ
亡
が
、
此
等
三
者
の
業
務
上
の
位
置
は
略
々
同
等
で
あ

っ
た
。
国
産
役
場
は
領
内
の
産
物
の
み
な
ら
示
、
領
外
よ
り
輸
入
サ
る
商
品
に
つ
い
て
も
、
そ
の
配
給
上
何
ら
か

の
統
制
干
渉
を
行
へ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
役
場
内
の
各
掛
り
に
は
夫
々
町
人
が
起
用
せ
ら
れ
て
ゐ

t
。
き
れ
ば
こ

の
雨
者
を
合
併
し
て
成
れ
る
産
物
舎
所
も
、
蒋
の
役
人
及
町
人
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
し
こ
と
、
及
轍
の
専
寅
営

始
め
諸
々
の
商
品
の
配
給
遁
程
の
統
制
乃
歪
干
渉
を
行
ひ
し
も
の
な
る
と
と
は
容
易
に
推
知
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ

る。
(
へ
)
名
古
屋
藩
の
倒
産
曾
所
1

1
天
保
十
三
年
よ
り
嘉
永
六
年
に
至
る
。

名
古
屋
藩
の
木
綿
は
瀬
戸
の
陶
器
と
並
ん
で
最
も
重
要
な
る
幽
産
で
あ
っ
た
。
藩
の
財
政
が
頗
る
同
窮
し
、
濫

愛
せ
る
米
切
手
の
信
用
殆
ど
地
に
墜
つ
る
に
至
り
し
際
、
藩
は
木
綿
の
領
外
移
出
を
江
戸
に
限
り
以
て
必
要
な
る

徳
川
時
代
諸
藩
の
園
産
曾
所
に
就
て

O 

第

苦慮

O 

務
三
十
四
巻

拙稿・鳥取藩の蝋事費(極涛史肝究第幻滅)参照6) 



徳
川
時
代
諸
藩
の
国
産
曾
所
に
就
て

就
=
一
十
四
巻

第

披

O 
四

O 
四

正
金
銀
を
獲
得
せ
ん
と
計
り
、
そ
の
取
扱
機
関
と
し
て
幽
産
曾
所
を
設
け
た
。
ぞ
の
業
務
の
詳
細
は
明
か
で
な
い

が
、
断
片
的
資
料
を
綜
合
す
れ
ば
衣
の
如
く
で
あ
る
。

『
御
領
分
中
諸
産
物
木
綿
類
を
初
め
江
戸
表
h
H

積
廻
候
節
、
海
上
等
鴛
取
締
御
園
産
曾
所
取
建
、
右
舎
町
川
お
ゐ
で
惣
E

返
り
叫
叫
に
添
削
円
割
印
い
た
し

元
代
銀
百
匁
に
付
銀
五
匁
づ
ふ
備
金
と
し
で
相
納
候
筈
等
、
委
曲
会
る
寅
年
(
天
保
十
一
九
年
)
相
絢
置
候
底
』
云
々

『
木
綿
江
戸
検
之
外
京
都
初
他
所
品
返
り
常
分
差
留
置
鏡
、
然
借
地
江
戸
積
之
外
他
国
h
積
没
候
儀
不
相
成
候
而
は
窮
周
故
、
被
是
風
評
い
た
し
、

織
元
不
精
に
而
織
出
方
相
減
候
趣
相
問
、
随
而
鴛
替
御
用
相
減
、
御
撲
、
通
筋
難
行
届
相
見
h
H

候
付
、
今
度
(
弘
化
元
年
l
筆
者
)
吟
味
之
上
他
所
設

り
締
方
相
解
候
係
、
其
回
目
一
則
相
心
科
候
付
而
は
、
江
戸
積
世
諦
方
之
外
別
帥
問
骨
一
話
方
別
減
名
前
之
4
A
虫ハ
h
H

申
付
候
へ
ば
、
他
所
詮
町
分
は
右
之
者

共
御
園
産
令
所
理
出
諸
事
相
攻
、
不
門
的
欠
他
山
内
無
之
様
件
味
い
た
し
、
荷
主
ム
J
h
'
h
o

直
に
他
所
積
不
相
成
、
一
々
右
之
者
共
h
H

相
局
、
先
代
金
賀
仙
均

等
学
一
致
同
州
連
候
、
ド
冗
舛
替
相
周
荷
数
に
懸
ピ
夫
々
制
作
市
可
申
液
体
問
、
立
、
u
H
相
心
件
、
獅
岡
売
令
所
側
物
詩
古
等
折
、
都
而
先
議
委
尚
相
関
長

候
遁
相
心
待
、
背
之
筋
無
之
榛
吃
度
可
相
守
候
』

即
ち
国
産
舎
所
の
主
な
る
業
務
は
、
移
出
木
締
の
設
般
に
添
印
す
る
事
、
海
上
の
危
険
に
潤
し
て
備
銀
と
帯
す

る
一
種
の
保
険
料
を
徴
肱
寸
る
事
こ
れ
で
あ
忍
。
臥
化
元
年
に
仕
向
地
を
江
戸
に
限
与
の
制
を
解
き
し
後
に
於
て

も
そ
の
業
務
は
異
ら
中
、
而
も
江
戸
積
荷
物
の
減
少
、
従
っ
て
江
戸
満
替
資
金
の
減
少
を
恐
れ
て
.
震
替
御
用
荷

教
を
一
定
し
、
之
を
各
荷
主
に
割
営
つ
る
の
方
法
を
講
じ
て
ゐ
る
。
之
に
ま
っ
て
容
す
名
に
、
舎
所
の
添
印
は
車

に
移
出
品
の
検
査
謹
な
る
の
み
な
ら
中
、
荷
主
が
透
肢
に
よ
っ
て
移
出
資
金
の
前
貸
ぞ
受
く
石
場
合
の
保
読
と
な

ち
し
も
の
で
あ
る
。
逆
に
い
へ
ば
舎
所
の
添
印
な
き
鶏
替
手
形
に
封
し
て
は
割
引
が
行
は
れ
歩
、
従
っ
て
曾
所
は

木
綿
移
出
の
奨
励
乃
至
管
理
機
関
た
る
の
賓
質
を
具
へ
、
藩
が
正
金
銀
を
獲
得
せ
・
九
'
と
す
る
上
に
於
て
は
快
〈
べ

か
ら
。
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
港
欣
に
劃
す
る
轍
出
資
金
の
前
貸
は
、

こ
の
曾
所
と
密
接
な
る
闘
係
に
あ
る
御
用
曾

酒商田島屋八番諸用之言己(名古屋闘書館所蔵j号本)
御縞蚊之留(紳谷文書)(名古屋画書館所蔵寓木J

7) 
8) 



所
に
於
て
な
さ
れ
た
。
御
用
曾
所
志
亦
正
貨
の
吸
肢
に
重
要
な
る
役
割
を
演
じ
た
色
の
で
あ
っ
て
、
例
へ
ば
弘
化

元
年
の
御
鯛
に

司
木
綿
江
戸
積
ア
界
京
都
初
他
所
た
り
・
繍

p-万
先
遣
而
摘
燭
其
段
魚
崎
知
置
候
慮
、
捌
値
陵
不
正
之
筋
も
相
聞
締
方
不
宜
候
付
、
向
後
織
元
井

商
人
等
よ
他
所
へ
直
面
且
之
儀
は
差
留
候
付
師
は
、
近
岡
費
世
話
方
之
右
匂
買
集
め
、
隣
閣
陀
而
も
米
切
手
に
而
資
波
候
儀
は
勿
論
、
同
開
局
河
替
に
い

た
し
候
儀
も
不
相
成
、
必
正
金
費
に
い
た
し
右
代
金
不
時
四
御
用
合
所
へ
差
出
、
江
戸
表
鴛
御
脊
金
之
万
へ
御
差
下
相
成
候
筈
候
同
剛
』
云
々

と
あ
る
が
如
く
、
木
綿
を
必
中
正
金
に
て
責
却
す
べ
き
事
を
命
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
正
金
を
御
用
曾
所
へ
差
出
す
と

は
、
恐
ら
く
藩
札
と
の
交
換
を
意
味
す
る
色
の
で
あ
ら
う
。

岡
産
曾
所
の
構
成
は
明
か
で
な
い
が
、
前
掲
の
文
書
に
世
話
方
云
々
の
文
字
が
あ
り
、
又
御
用
曾
所
の
取
締
役

以
下
請
懸
り
に
城
下
の
有
力
な
み
町
人
が
起
用
せ
ら
れ
し
と
こ
ろ
よ
り
察
す
れ
ば
、
少
く
と
色
賞
擦
は
町
人
が
之

を
行
ひ
し
る
の
な
る
事
は
明
か
で

J?。。

要
す
石
に
名
古
屋
帯
の
国
産
舎
所
は
木
綿
移
出
の
管
理
機
闘
で
あ
っ
て
、
藩
が
江
戸
に
於
て
正
貨
を
獲
得
す
る

上
に
於
て
は
焼
く
べ
か
ら
玄
る
る
の
で
あ
り
、
叉
直
接
之
に
丞
輿
せ
る
町
人
-
色
鴬
替
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
有

形
無
形
の
利
盆
を
得
し

u

も
の
で
あ
石
。

(
ト
)
高
松
藩
の
砂
糖
曾
所
1

l
天
保
六
年
設
置
。

高
校
藩
に
於
て
は
砂
糖
が
主
要
物
産
で
あ
っ
た
。
天
保
六
年
藩
は
積
極
的
な
る
産
糖
保
護
策
を
立
て
、
砂
糖
方
・

揮
し
方
・
砂
糖
取
結
投
・
砂
糖
曾
所
の
四
者
を
設
け
た
。
前
二
者
は
藩
克
を
任
用
せ
る
も
の
で
あ
り
、
後
二
者
は
農

民
及
町
人
の
有
力
者
を
起
用
し
て
そ
の
任
に
営
ら
し
め
し
も
の
で
あ
る
が
、

就
中
重
要
な
る
は
砂
糖
曾
所
で
め

徳
川
時
代
諸
藩
白
国
産
曾
所
に
就
て

毅
三
十
四
巻

第

貌

O 
五

ニ
O
五

第，8巻・ 118-120頁)
同上
興業意見(明治前期財政経湾史料集成

9) 
10) 



徳
川
時
伐
諸
藩
の
岡
産
合
所
に
就
て

務
三
十
四
巻

O 
P、

第

震

二

O
六

る
リ
合
所
は
最
初
砂
糖
問
屋
と
帯
し
て
領
内
九
ヶ
所
に
設
け
ら
れ
、
藩
よ
り
極
め
て
低
利
の
資
金
を
借
受
け
、
之

ぞ
糖
業
者
に
貸
付
〈
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
若
し
貸
付
金
の
四
肢
が
不
能
に
陥
っ
た
場
合
に
は
自
ら
之
ぞ

排
演
す
ぺ
〈
定
め
ら
れ
た
。
貸
付
に
は
生
産
資
金
の
貸
付
が
め
ち
、
大
阪
へ
砂
糖
を
轍
迭
す
る
た
め
に
要
す
る
鴬

替
資
金
の
貸
付
が
あ
る
。

3
れ
ば
曾
所
は
貸
付
利
率
L
」
借
受
利
率
と
の
差
を
受
け
得
る
利
盆
あ
り
、
又
肥
料
を
他

よ
り
購
入
し
て
之
を
糖
業
者
に
分
貰
す
る
際
一
定
の
口
銭
を
取
り
得
る
利
益
あ
り
、
或
は
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、

士
分
に
取
立
て
ら
る
る
の
特
典
が
め
つ
に
。
要
す
る
に
砂
糠
舎
所
は
本
来
の
名
耕
の
如
〈
、
砂
糖
問
屋
仁
る
の
地

位
を
占
む
る
に
過
ぎ
な
か
っ
仁
が
、
滞
」
h
J
借
入
れ
し
と
こ
ろ
を
以

τ運
鴨
資
本
L
し
な
ゼ

L
貼
に
於

τは
、
諸
多

の
国
産
曾
所
と
相
具
ら
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
之
を
需
の
側
か
ら
い
へ
ば
、
器
は
舎
所
の
上
に
更
に
資
本
家
と
し
て

臨
み
、
必
要
な
る
正
金
銀
の
獲
得
に
便
を
得
に
の
で
あ
る
。
尤
も
之
に
は
大
阪
に
も
設
け
ら
れ
し
砂
糖
曾
所
の
功

績
を
併
せ
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
の
外
に
上
回
藩
の
産
物
改
曾
所
(
天
保
問
芝
、
米
津
藩
の
産
物
舎
所
(
天
保
一
九
年
)
、
毛
利
滞
の
産
物
舎
所
(
慶
底
一

年
)
、
頑
井
藩
の
物
産
曾
所
(
幕
末
』
等
が
あ
り
、
就
中
米
津
藩
の
も
の
は
高
松
蒋
と
同
様
、
米
津
の
み
な
ら
や
江
戸

に
も
設
け
ら
れ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
の
業
務
並
に
構
成
に
つ
い
て
十
分
に
窺
ひ
得
る
費
料
に
接
せ

F

る
を
以
て
、
詳
細
は
後
日
の
研
究
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
若
干
の
例
含
示
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
倒
産
合
所
の
一
般
的
性
質
密
見
る
に
、
(
一
)
殆
ど
総
て
が
文
化
文

政
以
後
、
換
言
す
れ
ば
徳
川
時
代
の
末
葉
に
起
き
れ
て
ゐ
る
事
、
士
己
藩
の
宮
豪
特
に
用
達
町
人
が
若
干
名
相
寄

争



生

っ
て
こ
れ
を
構
成
し
、
若
く
は
少
く
と
も
そ
の
主
要
な
る
構
成
要
素
を
な
し
、
之
に
封
し
藩
は
投
入
を
涼
し
或
は

構
成
員
に
加
へ
て
直
接
間
接
に
そ
の
業
務
に
開
奥
せ
る
事
、
(
三
)
合
所
は
国
産
の
生
産
並
に
販
責
に
開
奥
し
、
殊

に
大
な
る
費
本
を
以
て
金
融
に
よ
る
配
給
の
統
制
を
行
び
、
多
〈
は
領
外
移
出
濁
占
の
形
態
に
於
げ
る
専
貢
類
似

の
仕
法
を
行
へ
る
事
、
(
四
)
そ
の
資
本
に
は
多
く
藩
札
を
用
ひ
、
a

藩
は
舎
所
の
業
務
を
通
じ
て
江
戸
大
阪
等
に
於

て
必
要
な
る
正
金
銀
の
獲
得
を
行
っ
て
ゐ
る
事
等
、
そ
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
約
弓
一
目
す
れ
ば
副
産
舎
所
は
商
業

の
規
模
の
慌
大
せ
る
時
に
営
り
‘
務
は
資
本
出
資
を
、
町
人
は
勢
務
問
責
を
行
ひ
、
以
て
相
互
依
存
相
互
援
助
の

関
係
に
肘
て
活
動
せ
る
商
業
資
本
の
一
一
期
現
形
態
で
あ
っ
仁
の
で
あ
る
。

そ
の
近
世
範
掛
史
上
の
意
義
に
つ
い
て

は
之
を
結
論
に
譲
る
事
と
し
、
・
次
に
藩
の
配
給
統
制
に
至
る
過
程
ぞ
一
瞥
し
よ
う
。

三
、
園
産
曾
所
の
成
立
過
程

諸
藩
の
国
産
曾
所
は
右
の
如
き
性
質
を
有
す
る
'
も
の
で
あ
る
が
、
ぞ
れ
は
一
泉
に
し
て
成
り
し
も
の
に
非
や
し

て
経
済
援
蓮
の
必
然
的
傾
向
の
所
産
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
若
干
の
問
機
が
存
在
し
た
事
を
見
逃
す
を
得
な
い
。
在

は
こ
れ
を
、
諸
藩
の
園
産
奨
励
と
富
有
町
人
の
勃
興
と
に
見
出
す
。

(
イ
)
国
産
の
奨
励

徳
川
時
代
の
初
期
に
於
て
は
安
通
聞
け
今
、
人
々
の
生
活
物
資
に
劃
す
る
慾
望
程
度
も

低
〈
，
従
て
そ
れ
は
未
だ
商
品
化
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
然
る
に
平
和
の
打
績
き
、
交
通
の
後
蓮
し
、
人
々

の
懲
望
増
大
す
る
と
共
に
、
農
民
は
そ
の
生
産
力
を
米
作
以
外
の
物
資
の
生
産
に
振
向
け
、
副
業
的
な
が
ら
も
紙
・

二

O
七

徳
川
時
代
諸
藩
の
園
産
曾
所
に
就
て

第
三
十
四
巻

第一一蹴

二
O
七



徳
川
時
代
詩
落
。
園
産
含
所
に
就

τ

第
三
十
四
血
管

第

盟主

二

O
八

，0 
ノk

轍
・
織
物
そ
の
他
の
工
業
的
製
品
の
所
謂
商
品
生
産
を
行
ふ
事
・
と
な
っ
た
。
然
し
一
元
来
枇
舎
の
動
勢
に
目
を
蔽
ふ

事
を
強
ひ
ら
れ
し
彼
等
農
民
に
、
こ
の
商
品
生
産
を
行
は
し
め
ん
が
清
め
に
は
必
や
や
通
営
な
る
指
導
者
が
必
要

で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
れ
に
官
つ
に
の
が
藩
で
あ
っ
て
、
藩
は
又
自
ら
の
財
政
経
梼
の
維
持
後
展
を
計
る
だ
め

ιは

ど
う
し
て
も
領
内
に
通
常
な
る
産
業
を
典
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
位
に
置
か
れ
て
ゐ
た
。
所
謂
倒
産
の
奨
励
こ

れ
で
あ
る
。
園
産
と
は
今
日
普
通
に
用
ひ
ら
る
る
加
さ
領
外
よ
り
の
移
入
品
に
劃
抗
す
る
意
味
の
も
の
を
指
せ
る

場
合
も
め
る
が
、
多
〈
は
領
外
移
出
用
特
産
物

Je指
し
て
さ
一
日
へ
る
川
知

t
で
あ
る
。
岡
産
の
奨
剛
は
牌
軍
吉
宗
が

之
を
唱
道
し
て
よ
り
到
に
掛
ん
に
針
は
れ
に
。

諸
藩
が
圃
産
の
奨
開
策
と
し
て
先
づ
執
っ
た
の
は
原
料
の
供
給
、
資
金
の
貸
輿
等
で
あ
る
。
例
へ
ば
安
永
四
午

米
津
藩
に
於
て
桑
・
梧
・
漆
、
就
中
漆
の
増
産
を
計
h
、
「
荒
野
の
地
を
聞
き
て
植
立
て
、
又
同
役
等
を
帥
し
宮
民
豪

農
を
募
h
ノ
諸
地
を
聞
い
て
植
さ
せ
、
申
立
て
次
第
其
苗
木
を
賜
ふ
。
猶
ほ
民
を
勘
め
ん
鴻
に
一
本
を
植
る
者
に
二

十
丈
づ
っ
営
賜
ふ
c

又
桑
・
楕
の
二
木
も
亦
頻
り
に
世
誌
を
壷
』
し
ょ
、
の
潟
め
一
に
国
産
所
な
る
官
暑
を
置
い
た
の

は
そ
の
著
例
で
め
る
。
葉
他
の
諸
藩
も
夫
々
斯
の
如
き
輸
業
機
闘
を
特
設
し
て
倒
産
の
奨
脚
に
努
め
、
文
化
文
政

前
後
に
わ
た
り
で
は
諸
国
の
物
産
彬
々
と
し
て
興
る
有
様
で
あ
っ
た
。

然
る
仁
交
通
不
便
な
り
し
嘗
時
、
生
産
者
を
し
て
自
由
に
そ
の
生
産
物
セ
他
に
販
寅
せ
し
か
る
に
は
、
多
く
の

危
険
と
不
便
と
の
存
す
る
や
』
見
が
れ
や
、
又
市
場
の
状
況
に
不
明
な
る
彼
等
は
好
商
に
乗
ぜ
ら
る
る
の
お
そ
れ
少

し
と
せ
示
、
勢
ひ
生
産
の
奨
納
者
た
る
藩
は
、
そ
の
製
品
を
収
め
て
誼
常
に
責
捌
く
事
が
必
要
で
あ
っ
七
。
又
前

11) 同上.II 3頁
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貨
資
金
に
劃
し
て
製
品
を
回
牧
す
る
事
は
藩
と
し
て
営
然
の
措
置
で
も
あ
っ
亡
。
「
貨
政
考
要
」
に
『
幕
府
及
諸
藩

は
資
金
を
人
民
に
貸
付
し
、
農
工
業
に
従
事
せ
し
め
、
而
て
物
産
方
或
は
国
産
方
と
耕
す
る
役
所
を
設
置
し
実
を

管
督
せ
し
め
、
そ
の
製
産
し
に
る
物
品
を
元
利
金
償
却
の
た
め
役
所
に
納
め
し
め
、
然
る
の
ち
そ
の
物
産
念
大
阪

其
他
の
市
場
に
轍
悲
し
販
責
せ
り
、
舎
津
蝋
燭
、
播
州
木
綿
、
加
賀
の
陶
器
、
土
佐
紙
等
の
加
さ
是
な
ド
リ
』
と
あ
〆

る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
又
藩
は
自
ら
販
貰
に
典
は
ら
示
し
て
問
屋
に
こ
れ
を
委
ぬ
る
場
合
に
も
、
或
は
販
貰
取
扱

の
問
屋
を
指
定
し
、
或
は
園
産
の
信
用
を
博
3
ん
が
た
め
に
最
重
な
る
検
査
号
闘
行
す
る
等
の
こ
と
仁
よ
っ
て
、

間
接
に
買
買
に
開
興
す
る
の
方
法
を
と
つ
に
。

か
く
の
如
く
、
諸
藩
ド
お
付
る
倒
産
の
現
闘
は
勢
ひ
販
責
の
業
務
を
も
包
合
す
る
事
と
な
り
、
よ
阪
立
川
他
ド
い
あ

る
藤
屋
敷
は
そ
の
た
め
に
都
合
よ
き
事
情
で
も
あ
っ
た
が
、
元
来
が
商
遣
に
暗
き
藩
は
、
岡
産
の
仕
向
地
に
於
て

は
勿
論
、
領
地
に
於
て
色
そ
の
責
務
の
取
扱
に
は
商
人
の
手
を
借
ら
ぎ
る
を
得
な
い
有
様
で
あ
っ
七
。

(
ロ
)
商
人
の
隆
典
以
上
の
如
〈
藩
が
圃
産
の
奨
励
に
浪
々
に
る
以
前
に
既
に
商
人
の
商
業
活
動
は
枇
曾
経

済
上
扶
〈
べ
か
ら
玄
る
勢
を
示
し
て
ゐ
に
。
即
ち
彼
等
は
問
屋
と
し
て
或
は
仲
買
と
し
て
漸
次
商
業
利
潤
を
菩
積

し
、
又
株
仲
間
を
組
織
し
て
商
躍
を
伸
張
し
つ
つ
あ
つ
に
。
彼
等
の
有
力
な
る
も
の
は
藩
の
用
達
町
人
と
し
て
金

融
上
婚
を
制
肘
す
る
の
勢
を
示
せ
る
も
の
・
も
あ
っ
た
。
然
し
乍
ら
営
時
の
経
済
状
態
は
大
阪
を
中
心
と
し
て
著
し

〈
圃
民
経
済
化
し
つ
つ
め
っ
た
と
は
い
へ
、
第
一
節
に
蓮
べ
し
が
如
き
諸
事
情
の
た
め
に
完
全
な
る
幽
民
経
済
に

は
進
み
得
十
商
人
の
活
動
は
著
し
く
そ
の
範
囲
を
制
限
せ
ら
れ
て
ゐ
仁
。
き
れ
ば
彼
等
は
藩
左
何
等
か
の
閥
係
を

徳
川
時
代
諸
藩
の
園
産
曾
所
に
就
て

第
三
十
四
巻

。
九

第

務

二
0
・丸
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徳
川
時
代
諸
藩
の
圃
産
令
所
に
就
て

第
竺
十
四
巻

一一一
O

第

5虎

二
一

o

取
結
ぶ
事
に
よ
っ
て
こ
の
制
阪
を
緩
和
す
る
必
要
が
あ
り
、
況
ん
や
蒋
は
取
引
の
中
心
地
に
藤
尾
敷
及
相
似
の
も

の
を
械
し
て
幽
産
販
責
に
利
便
を
得
つ
つ
あ
り
、
圃
産
は
多
〈
藩
の
名
に
於
て
信
用
を
博
す
る
事
多
大
な
る
も
の

あ
る
に
於
て
は
、
そ
の
必
要
盆
々
大
な
り
し
究
第
で
あ
る
。

倒
産
の
奨
励
と
商
人
の
隆
典
、
こ
の
二
つ
の
事
情
の
結
合
し
て
生
ぜ
し
嘉
例
の
一
つ
が
此
倒
産
舎
所
で
あ
る
。

き
れ
ば
倒
産
合
所
は
、
前
遮
の
如
〈
、
藩
札
て
ふ
有
力
な
る
武
器
台
以
て
問
犀
業
務
ぞ
猫
占
し
、
或
は
問
尾
の
上

に
更
に
大
間
足
と
し
て
臨
か
が
加
さ
大
な
る
商
業
上
の
勢
力
伝
獲
得
し
、
諸
藩
は
合
所
に
よ
っ
て
今
や
岡
産
の
生

産
過
程
の
統
制
よ
り
そ
の
配
給
過
程
の
統
制
へ
匙
h
u
に
歪
り
し
も
の
で
あ
る
。

回
、
結

論
(
闘
産
曾
所
の
意
義
)

以
上
遁
ベ
し
が
加
〈
、
国
産
曾
所
は
貨
幣
鰹
梼
の
著
し

t
後
達
せ
る
徳
川
時
代
の
後
期
に
於
て
、
諸
藩
の
国
産

奨
励
策
と
、
勃
興
し
来
れ
る
町
人
の
勢
・
刀
と
の
結
合
せ
る
必
然
的
の
産
物
で
あ
っ
た
。
合
所
の
字
義
に
就
て
は
之

を
明
か
に
す
る
を
得
な
い
が
、
実
内
容
よ
り
見
て
少
く
と
も
軍
猫
の
商
人
が
自
由
に
業
務
念
行
ひ
し
も
の
に
非
5

る
事
、
及
一
定
種
類
の
商
品
の
販
買
又
は
其
金
融
を
濁
占
的
に
行
ひ
し
も
の
な
る
一
卒
、
従
っ
て
「
集
る
'
と
こ
ろ
」
で

あ
っ
た
事
は
断
言
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
中
世
に
は
座
と
科
す
る
特
権
商
人
の
固
糟
が
め
っ
た
。
徳
川
時
代
に
も

金
庫
・
銀
座
・
銀
座
・
銅
座
・
朱
座
・
秤
座
・
人
妻
座
の
如
く
濁
占
的
特
権
を
賦
興
せ
ら
れ
て
そ
の
業
務
を
行
ひ
し
も
の

が
あ
う
た
。
就
中
銅
座
は
長
崎
曾
所
の
役
人
及
大
阪
の
銅
商
人
を
以
て
組
織
せ
ら
れ
、
明
治
元
年
に
は
銅
舎
所
と



改
稿
せ
ら
れ
し
色
の
で
あ
る
町
長
崎
曾
所
そ
の
も
の
は
亦
長
崎
商
人
炉
支
那
及
和
蘭
商
人
の
輸
入
品
を
購
入
す
る

目
的
伝
以
て
組
織
し
た
る
一
種
の
組
合
で
あ
る
。
或
は
又
諸
藩
の
藩
札
取
扱
機
関
-sb
多
〈
札
座
と
郁
す
る
若
干
の

用
達
町
人
よ
り
成
り
.
銀
札
合
所
又
は
手
形
合
所
等
の
名
講
を
用
ひ
し
色
の
色
あ
る
。
中
世
の
座
と
徳
川
時
代
の

座
又
は
曾
所
と
一
義
的
の
蓮
閥
あ
り
や
否
や
は
明

r
で
な
い
が
、
徳
川
時
代
の
座
と
合
同
所
と
の
聞
に
は
時
に
同
一

物
の
別
棋
な
る
か
の
却
さ
闘
係
あ
り
し
こ
と
上
辿
の
如
く
で
あ
3
。

斯
の
如
き
内
容
を
表
明
す
る
文
字
を
用
ひ
し
商
業
機
閥
た
る
凶
産
合
所
は
近
世
経
済
史
上
如
何
な
る
意
義
を
有

す
る
か
。
先
づ
第

に
そ
れ
は
在
来
の
間
足
以
上
の
大
な
る
商
業
資
本
の
出
現
な
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
は
第

自
:
刈
一
下
せ
る
如
〈
、

J

1

t

J

J

，
 

問
屋
の
克
に
大
問
屋
に
る
地
げ
jγ

一
占
め

J
'

ち
の
あ
り
、
又
悶
桂
の
業
務
一
炉
二
平
に
糾
合
せ

る
も
の
め
り
、

而
も
そ
の
い
づ
れ
を
間
は
や
資
本
と
し
て
戸
来
の
問
屋
又
は
仲
買
の
個
人
資
本
に
代
ふ
る
に
賛
行

に
自
由
な
る
蒋
札
を
利
用
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。
第
二
に
そ
れ
ば
諸
滞
の
産
業
政
策
が
困
産
の
生
産

の
統
制
よ
り
配
給

l
l主
と
し
て
領
外
移
出
ー
ー
の
統
制
へ
費
展
せ
し
こ
と
を
意
味
す
る
。
第
三
節
に
遇
べ
し
が

如
く
、
諸
藩
は
A
1
や
生
産
の
統
制
の
み
佐
以
て
し
て
は
必
要
な
る
利
益
を
獲
得
す
る
に
足
ら
や
、
倒
産
舎
所
を
通

じ
て
或
は
国
産
の
責
買
を
湘
一
占
し
、
或
は
金
融
閥
係
に
於
て
倒
産
の
領
外
移
出
?
管
理
し
.
以
て
商
業
利
潤
の
獲

持
を
計
る
こ
と
と
な
っ
亡
。
此
統
制
は
直
接
に
は
時
及
一
部
有
刀
な
る
領
民
の
利
盆
を
目
的
と
す
る
色
の
で
あ
っ

て
、
い
は
ぱ
中
世
的
或
は
封
建
的
統
制
た
る
を
見
が
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
向
ほ
近
陸
封
建
枇
舎
の
経
済
資
展

傾
向
を
示
す
有
力
な
る
一
事
象
で
あ
ら
う
ふ
第
二
百
合
所
は
所
謂
武
士
階
級
の
商
人
化
、
商
人
の
武
士
階
級
化
の

徳
川
時
代
諸
藩
の
倒
産
令
所
に
就
て

第
三
十
四
巻

第
一
一
探

大阪市奥・巻1 1I49頁，巻2田 口01頁等14) 
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徳
川
時
代
諸
藩
白
岡
産
合
所
に
紘
て

第
三
十
四
血
管

t責

務

一一

傾
向
を
同
時
に
現
は
し
、
従
っ
て
こ
の
部
分
に
於
け
る
封
建
的
批
合
開
係
の
解
消
過
程
を
よ
く
表
明
し
て
ゐ
る
。

ぞ
れ
は
舎
所
が
藩
て
ふ
政
治
上
の
主
権
者
k
有
力
な
る
領
民
と
の
結
合
せ
る
も
の
で
あ
り
、
資
本
関
係
に
於
て
、

或
は
そ
の
構
成
に
於
て
、

合
所
は
金
〈
蕗
と
町
人
と
の
共
同
組
織
な
る
か
の
如
き
買
質
を
具
九
ゐ
る
か
ら
で
あ

旬。。
要
す
る
に
倒
産
台
所
は
我
岡
近
世
の
商
業
資
本
が
そ
の
脅
遣
の
遁
程
に
於
て
と
る
べ
き
必
然
的
の
形
態
で
あ
っ

に
o

講
寄
と
罵
っ
て
沌
卒
こ
皮
官
官
仁
乃

J

主
護
者
た
る

h
乃
如
き
院
を
口
五
せ
し
寵
荷
で
す
ら
龍
一
水
に
式
牽
助
命
日
折
D

設
立
を
計
査
し
町
。
明
泊
維
新
に
際
し
て
、
西
洋
の
合
祉
に
闘
す
る
新
知
識
を
具
へ
し
新
政
府
の
意
宇
佐
惜
し
て
、

二
三
の
棒
に
起
さ
れ
七
る
岡
産
合
所
も
亦
幕
末
の
岡
産
曾
腕
と
多
分
の
類
似
貼
を
有
す
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
他
日
公
に
す
る
機
舎
を
得
た
い
と
忠
ふ
。

多
し

'5) 木庄教授.幕末に於げる幕府産物舎所設立計童につυ、て(本誌第32巻2披)参

照


